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令和５年度 定期監査（学校・保育園）の結果について（報告） 
 
 

 地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき定期監査を実施したので、同条第９

項の規定により、その結果を次のとおり報告します。 
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１ 監査の種類 

 地方自治法第１９９条第４項に規定する定期監査 

 

２ 監査の対象校(園) 

(1) 中学校：１校 初島中学校 

(2) 小学校：１校 初島小学校 

(3) 保育園：１校 初島保育園 

 

３ 監査の期間 

令和５年１０月３日（火）から令和６年１月１９日（金）まで 

 

４ 監査の範囲 

令和５年度における学校の財務に関する事務の執行及び施設の維持管理状況 

 

５ 監査の視点 

監査に当たっては、次の事項を主眼とした。 

(1) 会計処理に関する事項 

（2）庶務・服務・物品管理に関する事項 

（3）施設の維持管理・安全に関する事項 

 (4) 勤怠管理に関する事項 

 

６ 監査の方法 

本監査は、熱海市監査基準に準拠し、各学校(園)からあらかじめ提出を求めた

監査資料をもとに、学校長及び事務担当者並びに教育委員会所管課職員から説明

を聴取するとともに、当該関係書類、諸帳簿等から監査事項を抽出し、照査する

等の方法により実施した。 

また、必要に応じて施設を視察し、その管理状況等についても監査を実施した。 
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７ 監査の結果 

事務の執行状況及び施設の維持管理状況については、概ね適正に執行されてい

ると認められた。 

監査の結果に関する報告は、以上のとおりであるが、地方自治法第１９９条第

１０項の規定により、次のとおり申し添える。 

 

 [指導事項] 

 (1)備品管理について 

  初島保育園については、前回の改善事項に引き続き、備品台帳に記載されてい

るにもかかわらず物品が確認できないものや、備品台帳と異なる物品が確認され

た。これらについては、監査終了後、新規の台帳作成及び廃棄処理を指導し是正

されたが、公会計システムの運用上、今後も備品台帳への登録漏れが起こりうる

事例でもあることから「熱海市保育所管理規則」に則り、園長及び教育委員会が

定期的に備品台帳の照合確認を行い、適正な事務処理、台帳整備の徹底に努めら

れたい。 

 

 [意見・要望] 

(1)私費会計の取扱いについて 

学校徴収金及び保護者徴収金の取扱いについては、「熱海市小・中学校 学校徴

収金取扱基準」、「熱海市立保育園 徴収金会計基準」に基づいて、概ね適正に処

理されているものと認められた。 

引き続き、徴収金額及び教育活動における重要性等を考慮しつつ、公費同様の

十分な注意義務を持って、今後とも厳正に取り扱いをされたい。 

 

(2)物品管理及び薬品管理について 

初島小・中学校の備品管理については、備品台帳及び現品を検査した結果、備

品へ貼付するシールの貼付誤り、台帳への記載誤りが確認されたが口頭で注意を

行った結果、直ちに是正された。理科室及び理科準備室における施錠や鍵の管理

及び毒物・劇物を含む薬品の保存状況については、概ね良好であり、前回監査の

注意事項についても改善されているものと認められた。今後も校内薬品管理規定
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に定められた事項を順守されるよう、引き続き適正に管理されたい。 

また、購入日が確認できず相当な期間が経過し不要となった薬品が学校に保管

されているものが見受けられた。理科薬品の事故防止のためにも教育委員会にお

いては早期に不要な薬品廃棄の実施に努められたい。 

 

(3)郵券の管理について 

   郵券（切手・はがき）については、現物と受払簿の現在高を突合した結果、管

理状況は良好と認められた。性質上、現金と類似するものであることから、今後

も厳正な管理と共に適正な取り扱いに努められたい。 

 

(4)消防施設について 

  消防法第４条の規定により提出された立入検査結果通知書によると、令和５年

７月点検の消防用設備等点検結果報告書の不備事項を改修するよう求められ、既

に年度末改修予定とする改善（計画）報告書の提出がなされているため、これら

について教育委員会と所要の改善を早急に図られたい。 

 

(5)出勤簿・休暇簿等について 

  出勤簿及び休暇簿については、適正に処理がされていた。なお、有給休暇の消

化については、職員数も少なく調整に苦慮されるところではあるが、職員同士で

協力し積極的に取得されたい。 

 

(6)学校施設の維持管理について 

初島小・中学校の空調設備の整備について、近年の気候変動による影響で猛暑

日が続き、児童・生徒の体調管理や熱中症予防の観点からも学習意欲の向上に繋

がるよう快適な環境の維持に配慮されたい。なお、小・中学校は、熱海市の指定

避難所とされていることから、空調設備を整備することは災害発生時の防災力強

化にも繋がると考える。教育委員会においては、日々環境整備に努められており、

厳しい財政状況の中、全ての修繕等の対応が難しく苦慮されていることも窺える

が、第一に児童・生徒が安心かつ安全な環境で学校生活を送れるよう望む。 


